
埼玉県立がんセンター腫瘍診断・予防科の業務に係る労働者派遣業務仕様書 

 

１ 派遣元 

  派遣元は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

 （昭和６０年法律第８８号）に基づき、許可を取得した派遣元事業主であること。 

 

２ 就業場所 

（１）事業所単位の名称 

   埼玉県立がんセンター 

（２）就業場所 

   埼玉県立がんセンター腫瘍診断・予防科（埼玉県北足立郡伊奈町小室７８０番地） 

（３）組織単位 

   腫瘍診断・予防科 

（４）組織の長の役職 

   科長 

 

３ 派遣期間 

令和３年９月１日から令和４年３月３１日まで 

 

４ 就業日 

月曜日から金曜日の週５日勤務とする。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までを除く。 

 

５ 就業時間 

午前９時００分から午後４時００分（休憩時間１時間） 

もしくは、午前１０時００分から午後５時００分（休憩時間１時間） 

※必要に応じて、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）等関係法令の規定に 

基づき派遣元の三六協定の範囲内で時間外勤務、休日勤務を命じることがある。 

 

６ 配置先及び派遣人数 

配置先：埼玉県立がんセンター 腫瘍診断・予防科 

派遣人数：１名 

 

７ 業務内容 

がんゲノム医療、遺伝子診断における業務 

（１）血液分離、培養 

（２）がんゲノム医療運営の為のスケジュール管理 

（３）専門家会議の資料準備、専門家への連絡、会議運営補助 

（４）納品受け取り、ファイリング等事務処理 

（５）上記（１）から（４）に関連する業務 

 

８ 派遣労働者の条件 

  （１）実務で遺伝子解析経験を 5年以上経験していること 

  （２）ヒト検体標本の取り扱い経験があること 

  （３）染色体細胞 FISH検査の前処理及び最終判定を行ったことがあること 

  （４）業務で報告書作成経験を有していること 

 

 

 



※派遣事業者は、労働者の派遣に際し、次の各号に掲げる教育を、派遣労働者に行わなけ  

 ればならない。 

  ①事前に派遣労働者に対して、埼玉県立がんセンターの指揮命令に従い、勤務等の諸規 

   則に違反しないよう周知するとともに、県内病院において勤務するために必要な基礎 

   知識等を身に着けるための教育・指導を行うこと。 

  ②教育が適正に遵守されていることを定期的に確認し、必要に応じて再教育を行うこと。 

  ③患者及びその家族と接する場合は、礼節をわきまえること。 

 

10 守秘義務の遵守 

派遣元及びその派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を

漏洩してはならない。本契約期間終了後も同様とする。 

また、派遣元は、その派遣労働者（その職を退いた後も含む。）が本契約業務の遂行にお

いて知り得た秘密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び遵守状況の

監督その他必要な監督を行うこととする。 

 

11 派遣労働者の交替 

（１）派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法等に従わない場合、又は業務処

理の能率が著しく低く本契約の目的を達し得ない場合、埼玉県立がんセンターは派遣元

にその理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができる。 

（２）派遣元は、派遣元または派遣労働者の都合により派遣労働者を交替する場合には、原

則として交替する日の３０日前までに埼玉県立がんセンターに連絡すること。 

 

12 代替人員の確保 

派遣労働者が、派遣労働者の休暇や欠勤などの理由により、勤務できない場合には、派

遣元は代替の派遣労働者を派遣することとする。代替の派遣労働者は、同等の業務が行え

るように十分な教育、情報共有が行われること。 

ただし、埼玉県立がんセンターが代替の派遣労働者の派遣を必要でないとした場合には、

この限りではない。 

 

13 引継 

（１）派遣元は、新たな派遣労働者（代替を含む。）を派遣する場合及び派遣労働者の派遣先

での配置替えを行う場合、埼玉県立がんセンターに対して、業務の引継を現任の派遣労

働者に行わせるとともに、業務に支障のないよう必要な措置を講ずるものとする。 

（２）（１）の規定は、派遣元の変更に伴う場合であっても、同様に行うものとし、乙は誠意

を持って引継に協力する。 

 

14 その他本仕様書に定めのない事項に関しては、別途協議の上、決定する。 

 

15 福利厚生 

  食堂、ロッカー室、駐車場 

 

16 派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 

  労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用しようとする場合は、  

速やかに派遣元に通知することとする。また、人材紹介業として取扱い紹介手数料を支払

う事とし、紹介手数料については派遣先、派遣元で別途協議する。 

 

17 派遣労働者の限定 

  無期雇用派遣労働者または 60 歳以上の者に限定しない。 


